
 

一年間の中で一番長い学期、二学期が終わります。 

 12 月は足早に去って行きましたが、その中でもたくさんの行事が行われました。 

 

 12/6.7 の 2 日間、5 年生は、相模川自然の村野外体験教室「相模川ビレッジ若あゆ」へ野外体験教室に出かけまし

た。この日の為に 5 年生は、二学期始まってからずっと丁寧に準備を進めてきました。残念ながら欠席者はいました

が、その場にいなかった友達の姿も常に胸に置きながら、参加した子ども達は野外炊事、体験教室、キャンドルファ

イヤーと、どの場面でも声掛けを大切にし、全てのスケジュールに前向きに取り組みました。大きな行事を皆で成功

させ、5 年生は一回りも二回りも大きく成長しました。 

 

 また、12 月は個人面談がありました。師走の多忙な中、インフルエンザの流行っている状況下でしたが、保護者の

皆様と担任が共に二学期を振り返り、直接お話する事で見えたお子さんの一面がありました。保護者の皆様には、大

変お忙しい中ご来校頂きありがとうございました。担任の体調不良や、ご家庭の諸事情でまだ実施出来ていないご家

庭については、担任から再度ご連絡をさせて頂いています。お手数をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

 

 12 月 20 日には、社協さんのご協力による 5 年生餅つき大会。また延期になっていた 4 年生の横浜方面の遠足があ

りました。 

朝早くからお昼過ぎまで、地区社協さん、PTA ボランティアさん、用務員さんが、用具を校舎から出してセットし、

かまどの火を起こし、もち米を蒸かし、杵臼のセット、お餅のパック詰め等、準備から実施、片付けまで手際良く行

ってくださいました。5 年生と支援級の子ども達にとって、重い杵を力強く振り上げ、「よいしょ」の声に合わせてお

餅をついた経験は忘れられない物になったことでしょう。 

4 年生は暖かな日差しを浴び、カップヌードル博物館、日本丸を堪能しました。お昼は芝生で寝転がって楽しく友

達とふれ合ったようです。晴れの日にみんなで遠足に行けた事を心から嬉しく思いました。 

 

 2023 年、令和 5 年…コロナ前の行事が次々に復活し、活気溢れる一年間でした。いつも子ども達の笑顔の側に、

保護者、地域の皆様の支えを感じていました。 

 

 今年も大変お世話になりました。皆様のご支援に心から感謝し、17 日間の冬休みを皆様が穏やかに過ごせますよう

祈っています。 

良いお年をお迎えください。 

           

学習用端末の持ち帰りについて 
１２月２２日（木）までに学年に応じて、e ライブラリ、タイピング等の課題を出します。  

     冬季休業中に、それぞれの課題に取り組んでください。 

     １月１１日（木）までに学校に持ってくるよう、お願いします。 
  
 
 
 
 
 

 
 

第１０号                            令和５年１２月２２日 

相 丘 小 だ よ り      座間市立相模が丘小学校 

冬休み号                            校 長  西條 かおり 

１．期  日    １月９日（火） 

２．時  間    ８：３０ ～ ８：４５ 

３．持ち物    あゆみ（押印をおねがいします）、

上履き、防災ずきん、筆記用具、 

作品や学習した物 

ぞうきん１枚（記名したもの） 

１．期  日   １月１２日（金）、１５日（月） 

２．時  間   １４：３０ ～ １６：００ 

３．展示場所  １～４、６年 各教室前の廊下 

         ５年      Ａ棟４階廊下 

 ４．課 題  １、２年  硬筆   ３年 「友だち」 

      ４年 「明るい心」  ５年 「新しい風」 

      ６年 それぞれの座右の銘   

第３学期 始業式  書き初め展 



【１月行事予定】 
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成人の日 

９       短４ 

3学期始業式 

登校班保護者顔

合わせ 

 

 

 

下校１～６年 

12：10 

１０     短４ 

学年の時間 

書き初め大会 

発育測定 6年 

さくら道落ち葉拾

い ３年 

 

下 校 １ ～ ６ 年 

12：10 

１１ 
給食開始  

書き初め大会  

発育測定 5年 

PTA運営委員会 

9：30 

４年生短縮４校時 

下校 

４年 13：30 

１、２年  14：25 

３、５、６年 15：15 

１２ 
書き初め展 

発育測定 ４年 

SC相談日 

 

 

下校 

１～３年 14：25 

４～６年 15：15 

１３ 
 

学校施設校庭開放日 

（9：00～13：00） 

１５ 

避難訓練週間

（～１９日） 

書き初め展 

あいさつ運動 

発育測定 ３年 

委員会活動⑩ 
PTA見守り強化週

間（～１９日） 

おかっ子（３年） 

下校 1年 13：40 

２～４年  14：25 

５、６年   15：15 

１６      

学年の時間 

発育測定 ２年 

代表委員会 

 

 

 

下校 

１、２年  14：25 

３～６年 15：15 

１７     

発育測定 1年 

ひまわり号 

おかっ子（１年） 

 

 

下校 

１～６年 14：25 

１８ 

集金日 

小中合同研究会 

 

 

 

 

 

下校 

１、２年   14：25 

３～６年  15：15 

１９ 

SC相談日 

 

 

 

 

 

下校 

１～３年 14：25 

４～６年 15：15 

２０ 

 

２２ 

芸術鑑賞会 
おかっ子（４～６

年） 

下校 

1年   13：40 

２～６年 14：25 

２３ 

児童集会 

シェイクアウト 

 

下校 

１、２年 14：25 

３～６年 15：15 

２４ 

相模中新入生保

護者説明会 

 

 

下校 

１～６年 14：25 

２５ 

新 1年生保護者

説明会 

9:30～10：50 

下校 

１、２年 14：25 

３～６年 15：15 

２６ 

代表委員会 

ベルマーク回収日 

SC相談日 

下校 

１～３年 14：25 

４～６年 15：15 

２７ 

２９ 

クラブ活動⑦ 

（3年生見学） 

 

 

下校 1年 13：40 

２年 14：25 

３～６年  15：15 

３０ 

３年生 短縮５ 

児童集会 

PTA運営委員会

9:30 

下校 

１～３年 14：25 

４～６年 15：15  

３１ 

１年生と西保育園

との交流 

おかっ子（２年） 

 

下校 

１～６年 14：25 

 

 

芸術鑑賞会は、劇団民話芸術座の「雨ふり小僧」を 

鑑賞します。 

 
 
 
 

※相丘小だより １月号は、令和６年１月１１日に配付する予定です。 

  裏面もご覧ください。 

 ２月１４日（水）  ３年生・たんぽぽ、４年生           ５校時  １３：３０～１４：１５ 

    １５日（木）  １年生、５年生・ひまわり、６年生       ５校時  １３：３０～１４：１５ 

１６日（金）  ２年生、なかよし、ともだち           ５校時  １３：３０～１４：１５ 

 ※授業参観の場所は、１～３年生は、各教室、４、６年生は体育館、５年生は各教室と４階特別教室です。 

   たんぽぽ級とひまわり級につきましては、それぞれ３年生、５年生と一緒に行います。 

 ※保護者会の場所は、１～３、５年生、なかよし、ともだちは、各教室、４、６年生は体育館で行います。 

   保護者会  １４：２５～１５：２５ 

第３学期 授業参観・保護者会について  



冬季休業中の生活指導について 

                          

  冬季休業は短い期間ですが、「年末」「年始」という大きな節目に当たる意義深い期間です。一人ひとりが一年間を振

り返りつつ、新たな夢や希望をふくらませる良い機会にしてほしいと願っています。 

 そこで、ご家庭でも学校の指導内容をご理解いただき、事故のない有意義な冬休みを過ごせるよう、ご協力をお願いい

たします。 

 

１．学習面 

    ・２学期の復習をし、書き初めなどの課題を計画的に行う。 

２．生活面 

    ・児童会の約束を守る。 

・早寝早起きを心がけ、規則正しい生活をする。 

    ・進んで家の手伝いをする。 

  ・お金のむだ使い、お金の貸し借り、物のやりとり（カード、ゲームソフト、コインなど）をしない。 

    ・朝９時までは友達をさそわない。午後４時半（チャイム）をめどに家に帰る。 

    (校庭開放は９：００～１６：３０)  

３．安全面 

   ①交通安全 

・横断歩道を渡り、飛び出しをしない。 

・道路で遊んだり、線路に入ったりしない。 

・学校内では、自転車は押して歩く。校門で、自転車から降りる。 

  ②自転車 

  ・交通ルールを守り、安全に気をつける。交通量の多いところでは乗らない。 

・３年生以下は公道では乗らない。 

    ・体格にあった大きさの自転車に乗り、ヘルメットを着用する。(道路交通法第 63条の 10） 

   ③外出 

  ・どこに、だれと出掛け、いつ帰るのかを告げて出る。 

    ・子どもだけで遠出をしない。学区外は家の人と一緒に出掛ける。 

    ・子どもだけで、ゲームセンター、カラオケ店、映画館､飲食店などには行かない。 

 (ゲームセンター､カラオケ店は、２０時以降は大人と一緒でも出入りできません) 

  ・用もなく、スーパーマーケットやコンビニなどに入らない。 

  ・学校や友達の家におかしやジュースを持っていかない。 

・携帯電話やスマホ、パソコン、ゲーム機は、家の人の許可を得てからマナーやエチケットを守って使う。 

(個人情報は公開しない。) 

   ④遊び 

  ・安全な場所で遊ぶ。(広場、公園、校庭など） 

  ・広場や公園、校庭では、それぞれの遊び方のルールをしっかり守る。 

・携帯ゲーム機やカードなどは、公共の場、公園、道路などではやらない。家の人がいるところで遊ぶ。 

（名前を書く） 

  ・スケボー、Jボード、キックボード、一輪車などは、道路で乗らない。 

    ・モデルガン、エアーガンなど（ＢＢ弾など玉が出るもの）で遊ばない。 

  ・人の迷惑になる遊びをしない。 

    ・たこあげは、広い場所でやる。 

     ＊もしも電線や架線に引っかかったら、自分で取らずに大人に見てもらい、設置会社に連絡する。 

    （東京電力：0120-995-776 046-408-5996）  

  ⑤不審者対策   

  ・知らない人に道をたずねられたら、道案内は大人に頼む。 

  ・知らない人からのさそいは断る。 

  ・不審者からの被害を受けそうになったら、「子ども 110 番の家」や近くの人などに助けを求める。 

また、すぐに警察と学校に連絡をする。 

 

 

 ①警察署：１１０   ②相模が丘小学校：２５４－８２０２  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

携帯電話を持たせたら、お子様が SNS を始めたら、ご家庭に意識していただきたいことがあります。 

持たせているご家庭も、これから考えているご家庭も、まだ早いと思っているご家庭もぜひご一読ください。 

 

 

１、昨今のいじめやトラブルの多くは携帯電

話や SNS 上で行われることが多い。 

 

昨今のいじめやトラブルの多くは、年齢が高くな

るほど、携帯電話の中、SNS の中で行われてい

ます。ご家庭に理解していただきたいのが、この

問題は、学校では発見が非常に難しいということ

です。学校で発覚した際には、すでに大きな問題

となってしまっている場合が非常に多いです。早

い事例では小学校でも訴訟問題になってしまう

ことがあります。携帯電話から広がったトラブル

は、学校で対応することが難しいのでご家庭同士

での話し合いになります。うまく解決し、子ども

達の生活が、元通りに戻るケースのほうが少ない

と言われています。だからこそ、問題が起きる前

からの対応や、ご家庭の問題の早期発見が重要と

なってきます。 

２、犯罪に巻き込まれてしまう可能性も…。 

 

子ども達が何気なく発信した写真や言葉から、 

大きな犯罪に巻き込まれてしまうケースがあり 

ます。誘拐や詐欺など非常に危険な犯罪に巻き 

込まれてしまうケースから、知らない間に子供 

たち自身が加害者になってしまうケースまで存 

在しています。年間 1800 件、そのうち小学生が 

関わる事件は３０％とも言われています。「ＳＮ 

Ｓに書き込まれた情報は、2 度と消えることはな 

い」「書き込んだ情報から個人情報が特定される 

ことがある」「ネット上でも守るべきルール、マ 

ナーがある」大人なら誰でも知っているこのよ 

うな知識を、携帯電話を持たせる前に子ども達 

と再確認することが大切です。携帯電話は便利 

だけど、使い方を間違うと非常に怖いものだと 

いう感覚を育てることが子ども達を守ることに 

つながります。 

３、子ども達の携帯、SNS、ゲームへの 

依存に注意 

 

もう一つの心配なことの一つとして挙げられて 

いるのが、携帯電話や SNS、ゲームへの依存で 

す。携帯や SNS への依存で視力低下や、無気 

力、登校しぶりの原因となり、ひどくなると日 

常生活を普通に送れなくなってしまうことも 

あります。依存傾向になってからご家庭でルー 

ルを設定しようと思っても、なかなかうまくい 

かないことも携帯、ＳＮＳ、またゲームなどの 

依存の特徴としてあげられています。政府の調 

べでは、ネット依存傾向のある中高生は 93 万 

人に上り、今では小学生まで広がっていると言 

われています。依存を見分けるポイントとして、 

「日常生活のこと、生活の関心ごとよりも携 

帯、ＳＮＳ、ゲーム等を優先する」「ゲームの時 

間ややる場所等のコントロールができない」 

「個人の事、学校の事、習い事などが十分に行 

うことができない」 

などがあります。 

４、ご家庭へのお願い 

 

〇知って欲しい！ 

・携帯電話やＳＮＳのトラブルは、学校も協力

するが、ご家庭が中心となって解決していた

だかなくてはいけないということ。 

・子ども達の携帯の使い方や携帯の履歴等を、

こまめに家庭で確認していただく必要があ

ること。 

・家庭で SNS、携帯電話のトラブルを相談しや

すい環境であることが子ども達の安全を守る

大きな力になるということ。 

 

〇やって欲しい！ 

・フィルタリング、ゲームであれば見守りサー

ビスの徹底。 

・持たせる前の子ども主導ではなく、保護者主

導のルールの設定。 

🌸子ども達のより良い成長を守るために今後も

ご協力をよろしくお願いします。 

考えてみませんか？携帯電話、ＳＮＳ、ゲームのこと 
令和 5 年 12 月 22 日（金） 

相模が丘小学校 児童指導 


